
財秘第29 38号

平成29年7月6日

内閣官房内閣人事局内閣参事官 殿

財務省大臣官房秘書課長
①

伊 藤 豊 【公印省略】

国家公務員退職手当支給制限等処分調査の実施について（回答）

平成29年5月11日付閣人人第416号をもって調査依頼のあった標記の

ことについて、別途のとおり調査票を提出します。



様式1－(1)
府省等名（国税庁）

所属課名･係名（長官官房人事課給与第二係）

担当者名（谷英樹）

連絡先電話番号(03-3581-4161内-)

法第12条及び第14条から第17条までの支給制限等処分

①調査期間中に行われた支給制限等処分の件数及び調査期間中に支給制限等処分を行わないと判断した件数

根拠条項
処分
件数

ｄ
■
■
・
■
■
■
■
■
・
■
■
■

■■ﾛ■■■■■■■■■■■■■

件数

■■■■■■I■■■■■■■■■■■■■■■■■ﾛ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

うち､支払雲I卜処分を行っていたもの
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l 支払差止処分の件数(適用条項ごと）
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支給制限等処分を行
わないと判断した件数
(支給制限等処分を行
う場合に適用される根
拠条項ごと）

支
給
制
限
等
処
分

支
給
制
限
処
分

返
納
命
令
処
分

納
付
命
令
処
分

法第12条第1項第1号

法第12条第1項第2号

法第14条第1項第1号

法第14条第1項第2号

法第14条第1項第3号

法第14条第2項

法第15条第1項第1号

法第15条第1項第2号

法第15条第1項第3号

法第16条第1項

法第17条第1項

法第17条第2項

法第17条第3項

法第17条第4項

法第17条第5項
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様式1－(2)

法第13条による支払差止処分

②調査期間中に行われた支払差止処分の件数

③調査期間中に取り消された支払差止処分の件数

根拠条項 処分件数
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(A)及び(B)以外の
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取り消された支払差止処分の件数
(支払差止処分の根拠条項ごと）
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様式2－(1)

支給制限等処分の事案

処分年月日 平成 年 月 ヅ
退職者の所属府省等名

退職時の勤務官署又は事務所

（ ） ／
／

退職手当管理機関 ／
処分の種類 ／
根拠条項

支払差止処分の有無
(※支給制限処分の渇合に選択して<ださ
い｡）

支払差止処分の根拠条項
(※支払差止処分が｢有｣の場合に記入
してください｡）

支払差止処分の年月日
(※支払臺止処分が｢有｣の塙合に記入
してください｡）

条 項 /号

／
第13条 〆 号

平成 年 ／ 月 日

処分を受けた者 鍔鰡総:（ ：
支給制限･返納命令･納付命令額（単位：
円）

処分前の一般の退職手当等の額／既
に支払われた一般の退職手当等の額

控除した失業者退職手当額
(※返納命令処分又は納付命令処分の場
合に肥入してください｡）

処分闘亘支払われた一般の退職手当等
の額
(※支給制限処分の場合に記入して〈ださ
い｡）

／ 円

／ 円

／ 円

／ 円

勤続期間 年 ／ 月

退職年月日 平成 ／ 年 月 日

退職時に適用される俸給表等及び級等 過職鷺鱗
れる

級（職名､区分等）

身分 ／

非違行為の内容及び処分の理由



勘案した内容についての説明

当該退職した者又は遺族の生計の状況
(※返納命令処分の渦合に配入して<ださ
い｡）

当該退職手当の受給者の相続財産
の額

処分を受けるぺき者が相続又は遺贈
により取得をした又は取得をする見込
みである財産の額

その他の参考事項

懲戒処分､刑事上の責任､民事上の責
任

／



様式2－(2)

支払差止処分の事案

年 ■ 1 月 ■■■ 日処分年月日 平成 29

■
一

一

一一一

）退職者の所属府省等名 （

I

|退職時の勤務官署又は事務所
I

■■■■■退職手当管理機関

号支払差止処分の根拠条項 第13条 2 項

「遺族｣の場合、
退職者本人

退職者との続柄

■■■ 年 ■■■ 月

1

［ ］処分を受けた者

勤続期間

平成 年■I■月 ■■■ 日退職年月日

｜ ’
退職時に適用される
俸給表等 ■■■■■ 級（職名、区分等）退職時に適用される俸給表等及び級等

常勤職員身分

支払差止処分の理由
(公務に対する国民の信頼を確保する上で
支障を生ずると認めた理由(｢思料される
犯罪に係る罰条｣を含む｡)又は懲戒免職
等処分を受けるべき行為をしたことを疑う
に足りると相当な理由と思料した内容）

鍵…灘醤
家用車を

､物損事

で■■医地方検察庁■■■検察庁に送致されたため。

■

・

■

■

■

■

８
０

支払差止処分の取消しの有無
(※鯛査期間中に支払差止処分を取り消し
た場合に｢有｣を選択してください｡）

無

支払差止処分の取消しの該当条項
(※支払差止処分の取消しの有無が｢有」
の場合に記入してください｡）

号第13条 項

支払差止処分の取消しの年月日
(※支払差止処分の取消しの有無が『有」
の場合に記入してください｡）

平成 年 月 日

L芸止処分が取し間中に当該今回の※前回の調査期儲 几 つた事案であっ
ー

ー

合一当該支払差止処う の内容について 誰
二
二
両

一
一Ｉ
壼
一 こ

該支払差止処分の内容につ〒った場合でも※調査期間中に行った支払差止処分につい工皇 の

いても調杳票に言 こ

,一一



様式2－(2)

支払差止処分の事案

分が取L※前恒 一 二 鑑一 一 ・ 今ロ － 二 一
合一当骸支払雲止処分の内容についても再庶調査票に配入すること向

愛．支給制限処分を行った場合でも．当該支制 止処分の内容こつ※調査期間中に行った支払差止処う 二ついて、そ、

いても調査票に記入するこ

処分年月日 平成 29 年 ■■■ 月 ■■■ 日

退職者の所属府省等名

Fーー一一一一一一一・■ー一一‐‐q■口一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一・■■
９
０

I
退職時の勤務官署又は事務所

■■■ （ ）

■■■■

退職手当管理機関 ■■■■

支払差止処分の根拠条項 第13条 2 項 1 号

処分を受けた者 退職者本人
｢遺族｣の場合、
退職者との続柄： ( ）

勤続期間 ■■■年 ■■■ 月

退職年月日 平成■■■ 年 ■■■月 ■■■ 日

退職時に適用される俸給表等及び級等
退職時に適用される
俸給表等 ■■■■■■■ 級(職名､区分等） ■■

身分 常勤職員

支払差止処分の理由
(公務に対する国民の信頼を確保する上で
支障を生ずると認めた理由(｢思料される
犯罪に係る罰条｣を含む｡)又は懲戒免職
等処分を受けるべき行為をしたことを疑う
に足りると相当な理由と思料した内容）

支払差止処分の取消しの有無
(※鯛査期間中に支払差止処分を取り消し
た塙合に｢有｣を選択してください｡）

支払差止処分の取消しの該当条項
(※支払差止処分の取消しの有無が｢有」
の場合に記入してください｡）

支払差止処分の取消しの年月日
(※支払墓止処分の取消しの有無が｢有」
の場合に記入してください｡）

■■■■■■■■に酒気帯び運転で検挙され、
給の月額10分の1｣とする懲戒処分を受けたにも…『減給'月悶俸
の勤務時間後に飲酒し､自宅の最寄り駅から自家用車を運転して帰宅する途
中､道路左脇の電柱に衝突する事故を起こし､駆け付けた警察官に道路交通法
違反(酒気帯び運転)の容疑で逮捕された。
また､上配の行為が､国家公務員法第99条｢信用失墜行為の禁止｣の規定に

違反するものと唾掴法第82条第哩篁三号及び第三号の規定により､■■
■■■ で懲戒処分として､6月間停職となった。
逮捕の理由となった道路交通法違反(酒気帯び運転)に係る法定刑の上限は
禁銅(こ)以上の刑であり､本件行為に係る刑事事件につき､判決が確定していな
い現時点においては､一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する国民
の信頼を確保する上で支障を生じると露められる。

無■

第13条 項 号

平成 年 月 日



様式3

支給制限等処分を行わないと判断した事案

退職者の所属府省等名

←■‐ｰ｡｡ｰ0,--ー－－－=＝一一・■ｰーー一一一一ーqローー･ロー‐＝‐－－
0

槌職時の勤務官署又は事務所
０
０

■■q■‐■■ーーーー■

（ ） ／
／

支給制限等処分を行う場合に適用される根拠
条項

条 項 号 ／
－般の退職手当等の額／既に支払われた－
般の退職手当等の額

円

勤続期間 年 月 ／
退職年月日 平成 年 〆 日

退職時に適用される俸給表等及び級等
退職時に適用される
俸給表等 ／級（職名、区分等)：

身分 ／

非違行為の内容

支給制限等処分を行わないと判断した理由
(勘案した事情を具体的に記入）

その他の参考事項

懲戒処分､刑事上の責任､民事上の責任

／



様式1－(1)
府省等名（独立行政法人造幣局 ）

所属課名･係名（ 総務部人事課 ）

担当者名（ 佐伯孝夫 ）

連絡先電話番号(■■■■■■■）

法第12条及び第14条から第17条までの支給制限等処分

①調査期間中に行われた支給制限等処分の件数及び調査期間中に支給制限等処分を行わないと判断した件数

根拠条項
処分

件数

０
■
■
■
■
日
■
■
■
■

■■■■■■■■■■■■■■■■

件数

■■■■■■■■■■■■B■I■■I■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

うち､支払雲I卜処分を行っていたもの
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l 支払差止処分の件数(適用条項ごと）
r････････唾････。･･･●･“

0 濫第13条
’第1項篇1号

途第13条

鱒1項第2号

遥箆13条
第2項篇1号

送第13条

第2項第2号

珪麓13条

第3項

支給制限等処分を行
わないと判断した件数
(支給制限等処分を行
う場合に適用される根
拠条項ごと）

支
給
制
限
等
処
分

支
給
制
限
処
分

返
納
命
令
処
分

納
付
命
令
処
分

法第12条第1項第1号

法第12条第1項第2号

法第14条第1項第1号

法第14条第1項第2号

法第14条第1項第3号

法第14条第2項

法第15条第1項第1号
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法第15条第1項第3号

法第16条第1項

法第17条第1項

法第17条第2項

法第17条第3項

法第17条第4項

法第17条第5項
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様式1－(2)

法第13条による支払差止処分

②調査期間中に行われた支払差止処分の件数

③調査期間中に取り消された支払差止処分の件数

ロ

～

根拠条項 処分件数

I■■■■■■I■■■I■■■■■■■ﾛ■■I■■■

１
１
１
１

(A)

うち､鯛査期間
中に支給制限処分を
行った件数

一
。
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
Ｉ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｑ

支
払
差
止
処
分

法第13条第1項第1号

法第13条第1項第2号

法第13条第2項第1号

法第13条第2項謬晏／
項

ジ

１
１
１

１
１
１

１

１

８

〆

二
■
■
二
■
■
■

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
①
●
●
●

／／ 合計 0

８
■
８
■
■

0 0

●
●
●
●
■
？
●
●
●
●
●
●
■
●
●

0

該当条項 取消件数

『

I

■■■■■■■■■

一
》
一一
●
●
●
●
●
●
●

一

一
条
一
３
－
廓
一
法

Ｌ
Ｉ

ー■

'第1項第'号：第'項第2号 鰯簿
/念13条
第2項第2号

法第13条
第3項

■

支
払
差
止
処
分
の
取
消
し

法第13条第5項第1号

法第13条第5項第2号

法第13条第5項第3号
〆

法第13条

夢第循皇第7項

１
１
１

１
１
１

１
１
１
日
Ⅱ
８
８
日

〆

■■■■■■■■■■■■■■■■■

I■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■

／／ 合計 0
１
１
日
0 0 0 0 0



様式2－(1）

支給制限等処分の事案

年 ■■■ 月 ■■■ 日処分年月日 平成 28

■■■（ ）’
Ｉ
ｈ退職者の所属府省等名

車■■＝ｰ一一ー■■4■■ー■■■■■■＝草一■■ｰ‐＝一幸一一一一■■■■ーーーー~■■■■■■■■■■ーーーー■■ー＝一一■■■■1■■＝■■ー■■ーーーー■■ーーｰ＝■■■■■■■‐‐ｰ■■＝ーーーー■■■■■■■■■I■ーーー‐■＝■

|退職時の勤務官署又は事務所 ’

退職手当管理機関

全部支給制限処分処分の種類

根拠条項 号条 項1 112

支払差止処分の有無
(※支給制限処分の場合に選択してくださ
い｡）

無

I
D
I
I

I

I
I
I
I
l

rI

l
l
I
I
U
U
I
I
O
I

支払差止処分の根拠条項
(※支払差止処分が『有｣の場合に記入
してください｡）

号第13条 項

支払差止処分の年月日
(※支払差止処分が｢有｣の場合に記入
してください。）

年 月 日平成

［ ］
｢遺族｣の場合、
退職者との続柄

退職者本人処分を受けた者

支給制限｡返納命令･納付命令額（単位
円）

円

処分前の一般の退職手当等の額／既
に支払われた一般の退職手当等の額 ■■■■ 円

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

日

日

Ｇ
Ｉ
血
■
｛
Ｈ
ｇ

控除した失業者退職手当額
(※返納命令処分又は納付命令処分の場
合に記入してください｡）

処分後に支払われた一般の退職手当等
の額
(※支給制限処分の場合に記入してくださ
い｡）

■■

■

■■■■ 円

■年 ■■■ 月

平成■■■年 1■■月 ■■■ 日

■

勤続期間

退職年月日

退職時に適用される
俸給表等 ■■■ ■■■級（職名、区分等）退職時に適用される俸給表等及び級等

常勤職員身分

一
分を受けて退職したため。

非違行為の内容及び処分の理由

一



勘案した内容についての説明

陸
’

B■ ﾆ 亘一＝｡■ﾛ■q■‐‐■■‐■■ーｰ＝垂一一一一一＝ー■p－－－‐‐‐‐q■■■■■■■■■■＝＝＝■■■■■■■■■■画一■■ﾛ■ローーロ■‐＝■■‐‐‐■■‐ー■■q■ーロ■‐■■■■■■■

二

一

口

一一

・

一

口

・

一

口

・

一

つ

一

口

垂

争

・

一

一

口

一

一
一

一
一

一

ロ

ー

■

ロ

ロ

一

一

一

■

一

一

一
一

一

口

一

一

一

ロ

ロ

ロ

ロ

』

ロ

ー

ロ

ー

ロ

一

一

一

一
・
一

ロ

ロ

・

一

一
一
口
ロ

■

一

口

一

口

画

”

“

一

。

■

一

一

・

・

一

。

■

垂

一

二

口

空

・

・

一

口

一

画

一

一

一

一
一

・

一

一

ヰ

ロ

ロ

ロ

一

一

一
一

一

口

垂

一

ロ

ロ

ロ

ー

ロ

毎

口

一

口

一

口

一

口

』

ロ

毎

つ

■

一

一

口

■

一

一

口

■

。

一

一

■

一

一

ロ

ー

ロ

垂

ロ

』

一

一

ロ

ロ

一

一

ロ

ロ

ー

ロ

ニ

ロ

一

一

。

■
日

一

一

・

二

一

口

・

一

口

毎

・

・

一

一

・

一

一

一

・

・

一

室

一
一

・

一

一

一

一

一

一
Ｆ
一

一

・

一

ロ

一

・

一

一

一

口

一

一

一

・

・

ロ

一

・

一

一

一

口

一

一

一

口

②

垂

一
一

一

ローロ

ロ

』

・

一

己

・

・

一

一

・

二

一

一

・

一

一

一

一

・

一

一

一

画

一

ロ

。

■

一

一

一

・

一

一

一

■

の

ｐ

一

口

や

一

・

・

口

一

口

』

一

一

口

。

一

一

ロ

毎

－

一

Ｑ
Ｕ
Ｉ
″
ク
ロ

“

一

一

◎

、
りしさだくてし

郭
睡
る
合
め
場
定
麺
で
処
蜂
令
潮
鰄
令
納
行
※
施
く

当該退職した者又は遺族の生計の状況
(※返納命令処分の墹合に配入してくださ
い｡）

その他の参考事項

懲戒処分､刑事上の責任､民事上の責
任



様式2－(2)

支払差止処分の事案

分が取L今回の萱期間中に当該支払差止タ行った※H1｣回の調査側 菜で召

子った場合でも、当該支払差止リ※調査鰯 琴1こつ間中に行った支払差止処を 二つい が0Jい

いても認県に記入するこ

処分年月日 平成 年 月

退職者の所属府省等名

退職時の勤務官署又は事務所

（ ／）

／
退職手当管理機関

一ﾄ

／
支払差止処分の根拠条項 第13条 ／項 号

処分を受けた者 磯甥鶏: 〔 〕
勤続期間 年 ／ 月

退職年月日 平成 月 日

退職時に適用される俸給表等及び級等 退鱗碧灘ﾀ局 級（職名、区分等）

身分 ／
支払差止処分の理由
(公務に対する国民の信頼を確保する上で
支障を生ずると麗めた理由(｢思料される
犯罪
等処
に足

／

取り消し

該当条項
の有無が『有」

年月日
の有無が｢有」

第13条 項 号

平成 年 月 日



様式3

支給制限等処分を行わないと判断した事案

I

退職者の所属府省等名

退職時の勤務官署又は事務所

（ ） ／
／

支給制限等処分を行う場合に適用される根拠
条項

条 項 ／蟇
一般の退職手当等の額／既に支払われた－．
股の退職手当等の額

円

勤続期間 年 ；／
退職年月日 平成 月 日

退職時に適用される俸給表等及び級等
退職時に適用され
俸給表等 う／ 級（職名、区分等）

身分 ／

非違行為の内容

／

その他の参考

／

事夢／
凸

上の責任､民事上の責任


